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１．我が国が主要な加盟国として参加しているＷＴＯ協定が目指す
ものは、国際協調を通じての貿易の漸進的自由化であり、我が国
としては、今後ともＷＴＯ体制下での貿易の自由化に向けて最大
限の努力を行うことが重要である。

２．他方、ＷＴＯ協定は、貿易の自由化の一層の拡大を図る観点か
ら、自由化交渉の当時に予見できなかった事情の発展の結果、特
定の産品の輸入が急増し、国内産業に重大な損害が生じる場合に
は、一種の緊急避難的措置として、加盟国が時限的にＷＴＯ上の
義務から逸脱することを許容している。セーフガード措置の調査
や発動の決定に当たっては、協定上のルール及び国内ルールに厳
正に従って進める必要がある。

３．ＷＴＯ協定上のセーフガード措置は 「調整を容易にするために、
必要な限度において 、また 「調整を容易にするために必要な期」 、
間において」のみとり得るものとされている。

４．したがって、ある産品について確定的なセーフガード措置の発
動を判断するに当たり、当該品目を生産する国内産業の調整の見
通しについても十分に検討するべきである。すなわち、発動期間
中に我が国産業が競争力を回復するか又はその他の態様で国内産
業の調整が行われるという見通しの下で、当該品目について確定
的なセーフガード措置を発動すべきである。

５．以上のセーフガード措置の基本的考え方について、関係省庁と
も認識を一致させ、関係業界にも周知徹底する。


